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松原市教育委員会１１月定例会 議事録 

 

１．日  時   令和元年１１月２０日（水） 午後３時００分 

 

２．場  所   松原市役所 庁議室 

 

３．付議事件等 

（１）議 案  第２１号 令和元年度松原市一般会計補正予算（第３号）について 

        第２２号 松原市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則

の制定について 

        第２３号 松原市図書館条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を

定める規則の制定について 

 

出席委員   美濃教育長 栗崎教育委員 田中教育委員 有馬教育委員 和田教育委員 

       佐野教育委員 

 

事務局        横田学校教育部長 坂野市民協働部長 大倉理事 

吉岡教育総務部次長 浦井教育総務部副理事 

小川教育総務部副理事兼学校給食課長 北野市民協働部次長 

田中子ども未来室長 

宮本教育政策課長 芝田文化財課長 幸教職員課長 森教育推進課長  

前崎地域教育課長 道屋教育研修センター長 手束市民図書館長 
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それでは会議に入りたいと思います。ただいまの出席委員は５名でござい

ます。私を含めまして、定足数に達しておりますので、会議は成立しており

ます。 

これより、１１月定例教育委員会を開催いたします。 

なお、伊藤教育総務部長、田中教育総務課長、岡林学校教育部次長が欠席

との届け出がございましたので、ご報告をいたします。 

また、１０月定例会の会議録につきましては、まだでき上がっておりませ

んので、次回定例教育委員会でお諮りをしたいと思います。 

次に、本日の会議録の署名委員を指名いたします。委員会会議規則第１７

条第２項の規定により、栗崎委員にお願いしたいと思います。よろしくお願

いします。 

はじめに、教育長報告を行います。お手元の資料に基づき報告をさせてい

ただきます。 

１０月１７、１８日、全国市町村教育委員会連合会第３回常任理事・理事

会が山口県防府市で開催されまして、大阪府都市教育委員会連絡協議会の会

長として、私が出席したものでございます。文部科学省の行政説明や令和２

年度の予算説明、また全国の教育委員会活動の報告がございました。 

また、１０月２０日には、松原市民大運動会が開催され、出席いたしまし

た。たくさんの方々が小学校区ごとに参加され、大いに競技を楽しんでおら

れました。 

また、１０月２４、２５日は、近畿都市教育長協議会の研究協議会が滋賀

県の長浜市で開催され、出席してまいりました。「「知の体力」と「問う力」」

という題で、京都大学の名誉教授、永田和宏先生の講演の後、情報交換会で

京都の綾部市、また大阪の高石市、奈良県の大和高田市の教育長から事例発

表がございました。 

１０月３１日は、府の都市教育長協議会秋季研修会が摂津市で行われまし

た。「報道対応研修」として記者会見への対応方法などについて研修してま

いりました。午後からは、エアコンで有名なダイキン工業の見学をしてまい

りました。 

また、１１月３日には、松原市文化の日表彰式に教育委員の皆様と出席い

たしました。 

１１月５日は、南河内地区教育委員会研修会を松原市で開催しまして、多

くの教育委員様方にご出席いただきました。「世界遺産を活用した地元にお

ける教育の可能性について」とのタイトルで、京都府立大学の宗田副学長に

ご講演いただいて、文化財を通して平和を考える機会ということにもなりま

した。改めて子どもへの教育が大切であるということを感じた次第です。そ

の後、懇親会を通じて、南河内の教育委員の皆様方と意見交換をしたところ

でございます。 

また、１１月１１日から１３日にかけまして、ＩＳＳの現地審査が四中校

区、七中校区の各学校で行われました。全ての学校でＩＳＳ認証の内定をい

ただくことができました。今後１月２４日に認証式を開催いたします。教育

委員の皆様もご出席いただければと存じます。 

また、１０月末から１１月半ばにかけまして、教育委員の皆様方と一緒に

幼稚園訪問を実施いたしました。子どもたちが非常に生き生きと園庭で遊ん

だり、教室の中でいろんな活動をしているのが印象に残っております。改め

て幼児教育の大切さというものを感じることができました。 
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また、各中学校区のフェスタにも一緒にご参加いただき、それぞれ地域の

特徴ある取り組みですとか、松原市の学校が地域との交流を活発に行ってい

るということが、非常によくわかった次第でございます。 

その他、各種団体の行事等に出席いたしました。 

イベントの多い月となっておりまして、教育委員の皆様方にも非常に忙し

い思いをさせてしまいましたけれども、以上、ご報告とさせていただきます。 

何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは次に、本日の議事に入りたいと思います。議案が３件、その他が

４件になります。 

それでは、「議案第２１号 令和元年度松原市一般会計補正予算（第３号）

について」を議題といたします。 

事務局より説明を求めます。 

 

「令和元年度松原市一般会計補正予算（第３号）について」ご説明申し上

げます。 

まず、歳入、歳出から入ります。一番下の歳出についての説明でございま

すが、歳出欄の予算科目の記載欄がございます。 

左より、（款）「教育費」、（項）「中学校費」、（目）「学校建設費」となって

おります。 

表に入りまして、「各中学校トイレ改造事業」という事業名をしておりま

すが、この予算につきましては、市立第七中学校の南館の２階から４階の男

女トイレの工事となっております。 

補正額といたしまして４，１００万円となっており、内訳といたしまして、

説明欄に記載しておりますが、各中学校のトイレ改造工事の設計監理の委託

料４００万円、各中学校トイレ工事３，７００万円というところで、この「各」

というところにつきましては、事業名をもってしていますので、こちらにつ

いても内容面は第七中学校のトイレの改造工事でございます。 

次に、この予算の方法なのですけども、設計につきましては、今月末から

開催されます松原市第３回定例会にて可決後、契約いたしまして、設計監理

につきましては今年度中に完了する予定でございます。 

工事につきましては、来年度に予算を繰り越しまして、夏休み期間、長期

休業期間を利用して工事する予定で予算をとっております。 

まず、この中の工事内容につきましては、お手元の資料の第七中学校の設

計図面等をご参照しながらお願いしたいのですけども、工事内容といたしま

しては、各階の男子トイレの和便器２基を和便器１基と洋便器１基、洋便器

につきましては、その１基の内容なのですけども、車椅子対応トイレに改造

するというところです。あと、女子トイレにつきましては、和便器６基を和

便器１基と洋便器３基という形に改造のほうをさせていただきまして、その

洋便器３基のうち１基を車椅子対応トイレに改造するという形になってお

ります。 

あと、床面につきましては、乾式を採用する予定でございます。 

次に、再度お手元の予算書を見ていただけますでしょうか。 

歳入、一番上の欄でございますが、今回の歳入の内容で、国庫補助金とい

うことで、予算科目につきましては「国庫支出金」、「国庫補助金」、「教育費

国庫補助金」となっており、（節）の欄につきましては、「義務教育施設整備

費補助金」となっております。 
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国からの補助金につきましては、今回こちらの補正額の掲載どおり９９６

万５，０００円となっております。 

この各中学校トイレ改造工事の説明欄につきましても、今回につきまして

は、先ほどご説明をしました、第七中学校の改造工事の補助金となっており

ます。 

次に、もう１点、歳入なのですけども、「市債」につきましては、こちら

に掲載のとおり、「義務教育施設整備事業債」を市債として補正額を上げて

おります。額につきましては、２，３２０万円となっております。 

先の国庫補助金と同様ですが、各工事に係る部分につきましては、残りの

金額の相殺額につきましては市の一般財源といたしまして、７８３万５，４

００円というふうになります。 

以上、予算について説明させていただきました。どうぞご審議のほう、よ

ろしくお願いいたします。 

 

説明は終わりました。この件について、何かご意見、ご質問等ございませ

んでしょうか。 

 

車椅子用のトイレということでお話があったのですが、男女それぞれつく

るということですよね。 

今、ＬＧＢＴの子どもたち、人たちにとって、男用、女用という区別があ

ることが、入りづらいと言われていて、多目的トイレ、どちらも兼用のトイ

レというのがあることで、そこへ行けるということが言われています。 

もう設計図が描かれているのかどうかわかりませんが、例えば今からつく

るのであれば、そういう観点を取り入れることが可能なのかどうか、お聞か

せください。 

 

男女共用の多目的トイレですが、これは平成２５年に１階の来賓用トイレ

を改造しましたときにありますので、少し不便ではありますが、そちらを使

っていただけたらと思います。 

 

わかりました。 

 

男女トイレの間に壁がありまして、それを壊してしまうとかなりの工事費

用になりますので、この夏休み期間と９月末ぐらいまでの工事では間に合わ

なくなってしまいますので、今回は男子トイレに１つ、女子トイレに１つと

いう車椅子用のトイレにさせていただこうと思います。 

 

以前にもご報告があったと思うのですけれども、ほかの各中学校の状況と

いうのはどうなのでしょうか。 

 

ほかの中学校も、工事自体をかなり昔にやっている部分がございまして、

和式のトイレがやはりまだ多くなっております。このようなところにつきま

しては、今回、第七中学校をさせていただくのですが、あと、第六中学校と

第七中学校のもう一つの棟の工事が残っていますので、これらを大規模でや

らせていただいた後、再度最初に戻り、順次洋式化を進めていきたいと考え

ております。 
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それは毎年予算化していくという認識でいいわけですね。 

 

そのとおりでございまして、あとは、できるだけ補助金をとりにいきたい

と考えていますので、補助金がつき次第、前倒しという方法もあると考えて

おります。 

 

工事をしてもらって、中学校に限らず小学校も、トイレ環境は本当に年々

よくなってきていると思います。 

ただ、洋式になったということで、特に女の子なのですけれども、やはり

冬にトイレに行くと、トイレ自体がとても寒くて、便座に座るとお尻がすご

く冷たくて嫌な気持ちになることがあるので、何か便座カバーとか、そうい

ったことを考えてもらえたらうれしいなと思っているのですが、現場からそ

ういう声は上がってきたりはしませんか。 

 

現場からは特に話は上がってはきておりません。そういうご意見があった

ということで、今後考えていく必要があるとは思います。 

便座のほうは、清潔な便座に座りたいということで、なかなか便座に座り

にくいというお子さんもいますので、よくある除菌の何かとかが使えたらと

は考えておりますので、学校と協議をしながら、どういうものが一番かとい

うことは考えていきたいと思っています。 

 

お願いします。 

 

では、この洋便器はウォシュレットとか、そんな機能がついているもので

はないのですか。 

 

ウォシュレットや暖房便座はついていないものになります。 

電源の工事など、どんどん費用が上がってくるので、申しわけありません

が、今回はきれいな便座にさせてもらうということで。 

 

ありがとうございます。 

 

ほかはよろしいでしょうか。 

 

ないように見受けられますので、「議案第２１号 令和元年度松原市一般

会計補正予算（第３号）について」を、可決することにご異議ございません

か。 

 

（異議なし） 

 

異議なしと認めます。 

よって、「議案第２１号 令和元年度松原市一般会計補正予算（第３号）

について」は、可決されました。 

続きまして、「議案第２２号 松原市立学校の管理運営に関する規則の一

部を改正する規則の制定について」を議題といたします。 
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事務局より説明を求めます。 

 

「松原市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定に

ついて」について、説明させていただきます。 

議案説明資料の３ページをご覧ください。新旧対照表が載っておりますの

で、これを見ていただきながら説明させていただきます。 

本規則の幼稚園の主任教諭の職を廃止するとともに、新たに総括主任教諭

及び主任を置くことができるもの、というところが主な改定点です。 

真ん中の「総括主任教諭等」という第２３条です。 

今まで幼稚園は、園長と、主任がつくところには主任を置いていたのです

けれども、主任がつくところというのは四つ葉幼稚園のように規模が大きい

ところか、今、兼務園長として学校長を園長にしているところもありますの

で、そこには主任がついていたのですけれども、その主任を、今回「総括主

任教諭」とし、係長級として置くものです。 

これに伴いまして、園長専決事項について、園長が不在の場合、総括主任

教諭が当該事項を代決することができる旨も規定させていただきました。 

また、その上の「校長の専決事項」、第５条ですが、教頭の代決がなかっ

たので、校長専決事項についても同様に、校長が不在の場合に、教頭が当該

事項を代決することができる旨を規定させていただきました。 

以上、変更点でございます。審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

説明は終わりました。この件について、何かご意見、ご質問はございます

でしょうか。 

 

小学校、中学校で、教頭が代理をするということですけれども、堺の小学

校で、校長先生が入院されて、教頭先生が代理をされていましたが、この教

頭先生も入院されたという事例がございました。その場合はどうなるのです

か。 

 

そういう場合は、教育委員会から学校に派遣するという形になります。 

 

第２３条第３項を見ますと、「総括主任教諭は、園長を補佐し、その命を

受けて、所属職員を指導するほか園務をつかさどる。」とあるのですが、そ

の下、第４項には、主任は園児の教育に従事する、とあります。ということ

は、逆に言うと総括主任教諭は園児の教育には従事しないポジションとして

設定されるということですか。 

 

園長も、実際には園児の指導もしておりますので、総括主任もすることは

します。 

今まで主任教諭というポストで幼稚園は運営していたのですけれども、市

の一般職の職員の給与に関する条例が改正されまして、そこに主任というの

が、今まで４級という給料をもらっていたのですが、３級に下がったのです。

それに伴いまして、保育所では総括主任保育士という名前で４級ということ

でやっておりましたので、幼稚園もそれに倣いまして４級として総括主任教

諭を置くということです。 

仕事内容に関しましては、全く携わらないということはなくて、園児のこ
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ともするけれども、基本的には園長を補佐して、園務をつかさどるというと

ころになります。 

 

校長が園長を兼務しているというのは、河合小学校長の松原西幼稚園と、

それと松原中学校長の松原幼稚園の２つになりますか。 

 

要は名前が変わっただけと考えていいのですか。 

 

名前が変わっただけで、名前を変えなければ給料が下がるという状況にな

るので、名前を少し変えて給料を維持するというところです。 

 

要はそういうことですね。 

 

ほかによろしいですか。 

 

ないように見受けられますので、「議案第２２号 松原市立学校の管理運

営に関する規則の一部を改正する規則の制定について」を、可決することに

ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

異議なしと認めます。 

よって、「議案第２２号 松原市立学校の管理運営に関する規則の一部を

改正する規則の制定について」は、可決されました。 

続きまして、「議案第２３号 松原市図書館条例の一部を改正する条例の

一部の施行期日を定める規則の制定について」を議題といたします。 

事務局より説明を求めます。 

 

「議案第２３号 松原市図書館条例の一部を改正する条例の一部の施行

期日を定める規則の制定について」ですが、新図書館の開館に先立ちまして、

自習室の利用を１２月１６日から開始したいということになっております。

よろしくお願いいたします。 

 

説明は終わりました。 

この件について、何かご意見、ご質問、ございますでしょうか。 

 

自習室というのは別の部屋があるのですか。 

 

新しい図書館の２階に自習スペースとして、個人机３３席、長机で４２席

を確保している部屋を設けております。 

 

それはほかの部屋とは遮断されているという認識でいいのですね。 

 

個別の部屋としてその部屋を確保しております。 
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田中委員 

 

手束市民図書

館長 

 

田中委員 

 

 

 

 

 

手束市民図書

館長 

 

 

 

 

 

 

 

気になるのが、まだプレオープンということだということで、まだ周りで

作業をされているのですよね。そのようながさがさしたところで自習ができ

るのでしょうか。 

 

１２月から建物が使用できるようになりますので、１２月上旬から荷物の

搬入等を行います。職員の勉強会などがございますので、作業は行っている

のですけれども、そちらの部屋は隔離されている部屋になりますので、そち

らで勉強していただくことは可能かと考えております。 

 

この自習室は誰でも入れるのですか。また、時間はどうなりますか。 

 

利用時間につきましては、午前９時から午後９時までを予定しておりま

す。 

年末年始はお休みをいただきまして、グランドオープンは１月２６日を予

定しています。 

ただ、グランドオープンのときは準備等でかなりにぎやかになりますの

で、前日と当日は利用制限をかけるか、休止するか、今、指定管理者と協議

中でございます。 

利用制限については、自習をするための部屋ですので、年齢制限等はかけ

ません。一応、図書利用カードを持っている方ということなのですけれども、

まだシステムが動いておりませんので、その辺についてはまた開放していっ

て、実際の運用に際しては、自習室を使えるシステムを導入されるというこ

とになっておりますので、そちらで管理します。図書利用カードを持ってお

られない方については、申請をもって、という形で、今、打ち合わせをして

いる最中でございます。 

 

自習室の利用は先着順ですか。 

 

今はそのように考えております。 

 

 

もう何十年も前の話ですが、我々が若いころは、夏場であれば涼しいので、

朝早くから図書館に並んでいました。 

結局あふれてしまって勉強できない。先に入った人が何時までかがわから

ないので、帰って勉強しないといけないというようなことは起こらないでし

ょうか。その辺をルール化したほうがいいのではないかと思うのですが。 

 

今現在、松原図書館においても集会室を利用しておりまして、その部屋は

８０席から１００席くらい座れるのですけども、ＰＲが足りないかもしれな

いですが、２０席から３０席常に使っています。新しい図書館で、今言って

いる７０数席が埋まるようであれば、例えばほかの市を視察したときに、３

時間だけとか、時間制限をかけているところもあったり、抽せんをされてい

るところもあったりしますので、運営開始後、利用人数が多ければ、我々、

市としても利用の運営の仕方については協議していきたいと考えておりま

す。 

 



 －9－ 

田中委員 

 

 

 

有馬委員 

 

 

手束市民図書

館長 

 

 

 

有馬委員 

 

手束市民図書
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有馬委員 

 

 

 

美濃教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

各委員 

 

美濃教育長 

 

 

 

 

 

 

森教育推進課

長 

 

受験生にとっては１２月から１月は追い込みの時期だと思うので、利用さ

れる学生、生徒が多いのかなという気がします。その辺、またよろしくお願

いします。 

 

自習室オープンについて、学校経由で子どもや保護者にお知らせをする予

定はありますか。 

 

市の広報を使ってさせていただいたのと、先日、マルシェのときに、図書

館に自習室が１２月１６日からオープンという横断幕をかけました。その横

断幕は急ピッチでつくりました。再度、横断幕を掲げてＰＲしていきたいと

考えております。 

 

特に学校にお手紙で配布ということは考えていないということですね。 

 

はい。今おっしゃっている分については、広報を通じてとか、新図書館の

アピールでやるというふうには考えているので、学校に対してというのは今

のところは。 

学校に対しては、「かわちもめん」という定例の分がいっているのですけ

ど、全生徒に配布しているわけではないので、そういう周知はしておるので

すけれども、何らかの方法をまた考えていくようにしたいと思います。 

 

せっかく自習室、子どもが勉強しに来るのであれば、そういうふうにお知

らせとかしてもらって、どんどんアピールしていってもらったほうがいいと

思いましたので、ありがとうございます。 

 

校長会などを通じてお知らせしたりとか、学校だよりとか、そういうもの

で周知を図るというのも、お金がかからずにできる方法ではありますよね。

そういうことも検討していきたいと思います。 

ほか、ございますでしょうか。 

 

ないように見受けられますので、「議案第２３号 松原市図書館条例の一

部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則の制定について」を、可決

することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

異議なしと認めます。 

よって、「議案第２３号 松原市図書館条例の一部を改正する条例の一部

の施行期日を定める規則の制定について」は、可決されました。 

続きまして、その他案件に入りたいと思います。 

「松原市嘱託職員の報酬等に関する条例に伴う松原市立学校園医、学校園

歯科医、学校園薬剤師の管理報酬について」の説明をお願いいたします。 

 

新地方公務員法施行に伴いまして、松原市嘱託職員の報酬等に関する条例

が、１２月の議会で上程されるということになっております。 

新地方公務員法第３条第３項第３号の中で、教育委員会では学校園医、学
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道屋教育研修

センター長 

校園歯科医、学校園薬剤師が、この条例の対象となっております。 

つきましては、１２月議会で条例の議決後、教育委員会規則の策定が必要

になってくると思っておりますので、今回、情報提供としてご報告をさせて

いただきました。よろしくお願いいたします 

 

説明は終わりました。この件について、何かご意見、ご質問等はございま

せんでしょうか。 

 

続きまして、「ベースボールクリニックについて」の説明をお願いいたし

ます。 

お願いします。 

 

松原市立小・中学校ベースボールクリニックについてのご案内を申し上げ

ます。 

これにつきましては、今年で５回目となるのですけれども、目的といたし

ましては、プロの専門家から直接指導を受けることで、生徒自身の持ってい

る技術やモチベーションの向上を図って、中学校のクラブ活動の活性化とい

うことを目指しております。 

対象といたしましては、各中学校の野球部員及び顧問教員、そして小学校

の５、６年生で野球経験のある児童ということで募集をかけて、既に締め切

っております。 

日程は、１２月１４日の土曜日１０時から１時までとなっております。去

年は三宅東公園だったのですけども、今年は市民運動広場、少し広いところ

でさせていただきたいなと思っております。 

講師は、村上隆行さん、それから光山英和さん、藤井彰人さん。去年も非

常に丁寧に子どもたちに教えてくださいましたので、去年と同じ３人が来て

くださることになっております。 

教育委員の皆様方も、もしご都合がつきましたら、見に来ていただけると

うれしく思います。 

 

ありがとうございました。 

説明は終わりました。この件について、何かご意見、ご質問等ございます

でしょうか。 

 

去年行かせてもらったのですけれども、寒い中、子どもたちは笑顔で、楽

しく真剣にやっていたと思うのですけれど、少し気になったのが、子どもた

ちが、コーチが集合と言っても、ぱっと走って来るのではなく、すぐに集合

できなかったりとか、散らばったボールを言われるまで集めなかったりと、

少し積極性に欠けるなというところが目に見えてしまいました。せっかく教

えに来ていただいているので、そういうところはやはり見られていると思う

のです。 

今年は、その点は先生や子どもたちに気をつけてほしいと思います。よろ

しくお願いします。 

 

ありがとうございます。顧問を通じて言っておきます。 
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栗崎委員 

 

 

道屋教育研修
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有馬委員 

 

 

 

 

道屋教育研修

センター長 

 

美濃教育長 

 

 

 

 

 

 

有名な野球の元選手の方々に来ていただいて、高い報酬だと思うのですけ

れども、子どもたちにそれだけの結果というか効果があるのかどうか。今、

だらだらしているとおっしゃっていましたけど、この人たちでなく、もっと

身近な地域の監督とか、そういう方々ではいけないのかどうか。そこまでの

方をお呼びして、結果がきちんと出ているのかどうかを聞かせていただけま

すか。 

 

中学校は例年大体１００人くらいの参加なのですけれども、小学生は、去

年は１７名参加だったのですが、今年は４０名応募があったということで、

大分増えているなとは思います。 

ただ、おっしゃるように、プロでやはり非常に活躍されていて、今もプロ

の１軍のコーチということで、そういう方に来てもらうということは、子ど

もたちにとってはうれしいことではあるのですけれども、おっしゃるとおり

に、それはやはりお金もかかるわけなので、同様の効果が出るようなほかの

手がないかということは、検討していく必要があると思っています。 

例えば、各学校に、プロではないけれども野球をやっている人が行って、

野球部の指導をするとか、コストを抑えて、その分、実際身近に教えてもら

えるとか、そういうような方法も、今考えているところですので、また決ま

りましたらご報告させていただきます。 

 

お幾ら支払うのですか。 

 

１２０万円でございます。 

 

 

３時間くらいですよね。午前中の拘束は、あの方々にしたら１日の拘束に

なるのかもわかりませんけど。 

 

検討させていただきます。 

 

 

それに見合うように、子どもたちがもっときびきびと、やはり目的を持っ

て、この一人一人が、自分が行って、何を学ぶか、という目的意識をしっか

り持ってやってもらったほうが、教えてくれるコーチも、やる気があるから

また来年も教えようかなと思ってくれると思うので、その辺、お願いします。 

 

ありがとうございます。 

 

 

何事も、プロを呼ぶというのは、やはりかなり費用がかかりますよね。 

参加者の意欲、モチベーションも、非常に盛り上がるかどうかの大きな分

かれ目だと思いますので、せっかくやるのだったら、やはりお互いにとって、

指導者側も、やってよかったなとか思えるような運営ができるといいと思い

ます。 
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道屋教育研修
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栗崎委員 

 

 

田中委員 

 

 

栗崎委員 

 

田中委員 

 

有馬委員 

 

 

田中委員 

 

 

 

 

 

 

栗崎委員 

 

田中委員 

 

 

 

美濃教育長 

１点補足ですけれども、講師は３人ですが、村上さんの持っているチーム

の人たちも１０人くらい来てくれますので、その人数で１２０万円というこ

とでございます。 

 

その短時間で、コミュニケーションもとれて、子どもたちの野球に対する

モチベーションが、がっと上がるのかどうかというところが、私はちょっと

疑問と思うのですけど。 

有名人だからといって、プロの選手に教えるのはすごく上手いかもわかり

ませんけれども、子どもたちに教えるというのはまた全然違うと思うので

す。来ていただいているから、それは慣れていらっしゃるのかもしれません

けれど、もっと身近な人でいいのではないかなと思います。それだけの高い

お金がかかりますし。 

そして、この冬の寒いときに。やるのなら季節のいいときがいいですが、

忙しいですからできないか。 

 

どうしても、プロの方々はオフシーズンになってしまうので、それもまた

違うところに頼んだら、もっと季節のいいところにということですので、検

討させていただきます。 

 

いろいろと結果を見て、子どもたちを見て、検討していただきたいと思い

ます。 

 

しかし、これはこれでいいことだなと、個人的には思うのですよね。誰で

もが知っているような人の近くに寄れる。 

 

子どもたちは知っていますか。 

 

多分知っているでしょう。 

 

知っています。見本でホームランを打ってくれるのです。そのときに、や

はり子どもの目はすごく輝いているのです。 

 

そういった意味で、野球にさらに興味を持つきっかけという面ではいいと

思います。 

ただ、栗崎委員がおっしゃられたように、実力を伸ばすという意味からす

ると、少し疑問点は感じるのだけれども、それだったら、そういう身近な、

例えば大学の野球部の人たちを招いて、各学校に個別に行ってもらうとか、

そういった取り組みもまたあるのかなとは思います。 

 

憧れさせるとか、目的がどちらかですね。 

 

ただ実力をこのベースボールクリニックで上げるんだというようになっ

てくると、目的が違ってくるようにも思うので、その辺は我々が、大人が認

識を持ったほうがいいのかなと思いますね。 

 

ありがとうございます。ほかに何かございますでしょうか。 
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美濃教育長 

 

田中委員 

 

 

 

 

田中子ども未

来室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よろしいですか。 

続きまして、「令和２年度公立幼稚園入園児募集に対する応募状況につい

て」の説明をお願いいたします。 

お願いします。 

 

先日は幼稚園訪問、どうもありがとうございました。いただきました意見

をもとに、また幼稚園のほう、しっかり運営させていただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

それでは、令和２年度幼稚園の園児募集について、ご報告させていただき

ます。 

令和元年１０月１日火曜日から１０月７日月曜日にかけまして、園児募集

を行いました。その結果でございます。 

松原幼稚園は４歳児１０名、松原西幼稚園は４歳児６名、まつかぜ幼稚園

は４歳児１４名、三宅幼稚園は４歳児８名、四つ葉幼稚園は３歳児５５名、

４歳児５名の応募がございました。 

予定の表をお渡しさせていただいていると思いますが、現段階では来年度

の体制はこのような形になります。 

ちなみにクラス数になりますが、松原幼稚園で４歳児１クラス、５歳児１

クラス。松原西幼稚園４歳児１クラス、５歳児１クラス。まつかぜ幼稚園４

歳児１クラス、５歳児１クラス。三宅幼稚園４歳児１クラス、５歳児１クラ

ス。四つ葉幼稚園３歳児２クラス、４歳児２クラス、５歳児２クラスの運営

でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

この件について、何かご質問、ご意見等はございますでしょうか。 

 

この案件とは少し離れていると思うのですけれども、今計画されている認

定こども園、統合するというお話があると思うのですけども、そういった場

合は、この人数が今よりも増えるのでしょうか。その辺の感触というのはお

持ちでしょうか。 

 

今、令和３年４月本格オープンを予定しております認定こども園でござい

ますが、教育部分、３歳児からの受け付けをさせていただく予定になってお

ります。 

今回、四つ葉幼稚園の３歳児は、これまでで一番多い５５名の応募がござ

いました。認定こども園に移行されるのは、松原幼稚園、松原西幼稚園、ま

つかぜ幼稚園の４歳児の方にそのまま移行していただく予定にしておりま

す。ですので、この３歳児、非常に増えてきていますので、無償化の影響も

あるのかなと考えておりますが、認定こども園になったら増えてくるものと

考えております。 

また、四つ葉幼稚園、今年３歳児の募集の中で、園区外からのお子さんが

１６名と、これまでの３倍近い数の園区外からの申し込みもありましたの

で、こちらからも分散していくとは思いますが、大体の人数的に言いますと、

３歳児から始めることによって、募集人員は増えてくるものと考えておりま

す。 
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その他、何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

続きまして、「松原市民図書館分館５館の資料特別整理期間について」の

説明をお願いいたします。 

 

現在、松原図書館は１１月１１日から１月２５日まで休止ということにな

っています。例年２月ごろに資料の整理期間を設けておるんですけれども、

今年度は、システムの入れかえがございますので、その入れかえるタイミン

グを年末年始にさせてもらって、資料の整理期間と合わせて、この時期に設

定させていただいているということです。期間としましては、１２月２６日

から１月１０日までは、松原市民図書館全体が休止となりますというお知ら

せを、次月広報に載せていきたいと考えております。 

 

ただいまの説明について、何かご意見、ご質問ございますでしょうか。 

 

よろしいですか。 

ほかに何かございますでしょうか。 

 

よろしいですか。 

それでは、何もないようでございますので、以上で本日の日程については

全て終了いたしました。 

これをもちまして、１１月定例教育委員会を終わります。どうもありがと

うございました。 

 

 

 

 

（閉会宣言午後３時４７分） 

 

 

 

 

 

署 名    教育長  美濃 亮      

委 員  栗崎 節子        


